
　○地方消費税交付金（社会保障財源）　　１１３，７４０千円452,634 千円

　○地方消費税交付金（社会保障財源）の充当対象事業費　　 7,830,931 千円

国庫
支出金

県
支出金

その他
地方消費税
交付金

（社会保障分）
その他

障がい者自立
支援給付費 1,637,740 816,412 408,205 0 39,058 374,065

生活等扶助費 722,959 532,334 2,399 17,796 170,430

学童保育運営
等補助金 173,584 57,094 55,322 5,783 55,385

こども園等委
託料 1,567,551 345,375 188,795 151,879 83,340 798,162

小中学生医療費扶助費 88,448 0 0 10,172 7,400 70,876

介護保険事業 1,073,634 25,955 12,978 220 97,803 936,678

 国民健康保険事業 512,169 62,747 220,585 0 21,635 207,202

後期高齢者
医療事業 1,071,597 0 135,886 0 88,465 847,246

病院事業 777,548 0 5,964 0 72,948 698,636

各種予防
接種委託料 102,027 0 650 0 9,585 91,792

各種がん
検診委託料 103,674 33 0 10,342 8,821 84,478

7,830,931 1,839,950 1,030,784 172,613 452,634 4,334,950
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【地方消費税交付金（社会保障財源）充当事業一覧】

【歳　出】

一 般 財 源

財　源　内　訳

（単位：千円）

【歳　入】
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　平成26年4月1日から消費税率は5％から8％へ、令和元年10月1日からは8％から10％
へ引き上げられ、引き上げられた地方消費税収（地方消費税交付金を含む。）については、
「消費税法第１条第２項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健
衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てるものとする。」と地方税法に明記されて
います。
　本市では、令和元年度に交付された地方消費税交付金（社会保障財源）を下記の経費に充
当しましたので明示します。

令和元年度橋本市における地方消費税交付金（社会保障財源）の充当経費

　令和元年度における地方消費税交付金（社会保障財源）の充当対象事業及び充当経費
については、下表のとおりです。

事　業　名
（対象経費名）

事業費
（経費）

特 定 財 源

 


